
最高裁秘耆第1559号

令和4年5月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中．村 I

司法行政文書開示通知書

令和4年3月23日付け（同月28日受付、第031064号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 祝辞（令和3年5月1 ()日付け令和3年度裁判所職員総合研修所養成課程入

所式分） （片面で5枚）

（2） 祝辞（令和4年3月25日付け令和3年度裁判所職員総合研修所養成課程修

了式分） （片面で6枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話(）3 （4233） 524(） （直通）



辞祝

入所式に当たり ， お祝いの言葉を申し上げます。

裁判所職員総合研修所第18期研修生の皆さん，本日は

誠におめでとうございます。裁判所書言己官あるいは家庭

裁判所調査官を目指し， 高い志を持って努力を重ね，本

日晴れて入所式を迎えられたことに対し, j､uからお喜び

を申し上げます。

昨今，生命科学・情報通信技術をはじめとする科学技

術が驚くべき発展を遂げ，社会経済活動の国際化，少子

高齢化といった社会の構造的な変化もｶﾛ速しています。

これらに起因して， 国民の価値観や家族観の多様化も進

むなど，私たちを取り巻く社会環境は急速に大きく変化

しています。カロえて，昨年から続く新型フロナウイルス

感染症の世界的な流行によって，人々の行動や生活様式

は変容を余儀なく され， 国民生活は大きな影響を受けて

いる状況にあります。

このような社会に揺らぎ、のある時代にあって，裁判所
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は，法と証拠に基づき，中立公正な立場から適正迅速に

法的紛争を解決するという機能を果たし， これを通じて，

社会秩序の安定に寄与することが一層求められていろと

思います。裁判所の役割に対するこのような国民の期待

に応えるためには，職員一人一人が，真筆に職務に取り

組み，与えられた職責を着実に果たしていくことはもと

より ，社会の動きや利用者のニーズの変化に関心を払い，

常に改善と工夫を重ねていくという意識を持って， より

質の高い裁判事務の遂行を目指していくことが強く求め

られていろといえるでしょう。

皆さんは，裁判所書言己官あるいは家庭裁判所調査官と

いう仕事の道を選択されました。裁判所書言己官は，裁判

のプロセスで発生する多種多様な法的な事務を適正かつ

効率的に遂行する役割を果たす専門職です。 また，家庭

裁判所調査官は，家庭裁判所の事件において，行動科学

の矢口見や技法を活用した調査を行うことで， より納得性

の高い調停や審判の実現に寄与する役割を果たす専門職
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です。皆さんには， それぞれの官職が裁判で担う役割と

責任の重さを常に胸に刻んで，誇りと自覚を持って，積

極的に研修に取り組んでいただきたいと思います。

これからの研修においては， このような専門職に求め

られる基本的な矢ﾛ識と技法を中心に， 多くのことを学ば

れることと思います。 これらの矢口識等はこれからの専門

職としての職務の土台であり， まずはしっかりと習得し

ていただきたい。 さらに， それにととゞまらず， それらの

矢口識や技法が，裁判のプロセスのどのような場面で， ど

のような形で活用され，適正妥当な裁判の実現のために

どのように役立てられるのかということを考える習慣

を，是非身に付けてください。

ご承失ﾛのとおり ，社会の_IT化の動きが力p速し，裁芋'l

所においても裁判手続のIT化に向けた取組が，分野を

問わず進んでいます。特に，先行している民事訴訟手続

のIT化については，法改正の議論も進み，何十年に一

度ともいえる手続や仕事のやり方が大きく変わる時期に
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入ってきています。皆さんはそのような時期に専門職と

して活躍することが期待されているのです。そして， こ

のような時期であるからこそ， 「自ら考える姿勢」 ， 「議

論する姿勢」 を持つことが重要になるのです。

裁判所においては，裁判官を含め，異なる職種の裁判

所職員が連携し，チームとして職務に取り組んでいます。

この研修所において，裁判所書言己官と家庭裁判所調査官

の養成を行っていることは，職種間の相互理解と連携の

基盤を築く上で，大きな意義があります。互いに切嵯琢

磨を重ねながら， 高い職業倫理を共有する裁判所職員と

して，信頼し，尊敬し合える関係を築いてください。

最後になりましたが， どのような時にも健康が第一で

す。皆さんが，心身とも健康で充実した研修生活を送り ，

晴れて養成課程を修了されて，裁判所書言己官あるいは家

庭裁判所調査官として， これからの裁判所に新しい風を

もたらしてくださることをK_mより期待して，私の祝辞と

いたします。本当におめでとうございます。
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辞祝

皆さん、本日は､誠におめでとうございます。

皆さんは、裁判所職員総合研修所での一年間又は二年

間にわたる厳しい養成課程を無事修了されました。新型

フロナウイルス感染症の終息が見通せず、今年度も一部

の研修がオンラインで行われろなど例年とは異なる環境

での研修となりました。多くの不安や困難もあったと思

いますが、皆さんが真拳に研修に取り組まれ、本日、無

事に修了式を迎えられたことに対し、心からお喜び申し

上げます◎ また、 このような状況の中においても、 これ

までの研修に劣らない効果を上げるために様々な工夫を

重ねられ、熱意と愛情を持って研修生の指導に力を注が

れた所長を始めとする教官、事務局職員の皆様方の御労

苦に対し、深い敬意と謝意を表します｡

さて、昨今の社会経済活動の国際化、少子高齢化・家

族の在り様の多様化、生命科学をはじめとする科学技術

の急速な発展にｶﾛえ、今般の新型フロナウイルス感染症

の世界的な流行により、既存の社会秩序や価値観は大き

く変容しつつあります。 また、情報通信技術の飛躍的な

発展を背景に社会全体でデジタル化が進展しており、 そ

のスピードもｶﾛ速しています。 このような中、 多様で、

時には複雑な利害や価値観の対立を背景とする紛争に対
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し、中立な立場で、法と証拠に基づき、適正な手続に従

って判断を示すという裁判所の役割は、 ますます重要性

を帯び， 国民の裁判所に対する期待や要求水準もより高

度なものとなってきており、 これにｶﾛえて、社会のデジ

タル化の動きに適切に対応し、 ITの活用等を通じて、

より質の高い裁判を実現することが求められています。

このような裁判所の大きな変革期において、新しい時

代の裁判の担い手となるのは、新進気鋭の裁判所書言己官

又は家庭裁判所調査官として、 その第一歩を踏み出され

る皆さんです。皆さんの門出に当たり何よりも期待した

いことは、裁判所に裁判所書記官、家庭裁判所調査官と

いう官職が何のために設置されているのかということを

一時も忘れずに職務に励んでほしいということです。裁

判所の機能は、公正な手続に基づき適正迅速に法的紛争

を解決することにありますが、裁判所耆言己官は､手続全

体において、 その法的専門性をいかし、法規にのっとっ

た公正かつ迅速・円滑な手続進行と適正な裁判の実現に

寄与することを、 また、家庭裁判所調査官は、行動科学

等の専門的矢口見をいかし、納得性の高い審判や調停の実

現に寄与することを、 その中核的な役割としています。

皆さんには、司法に対する国民の期待の重さと厳しさ

を自覚しながら職務に励むとともに、裁判所書言己官、家

庭裁判所調査官が裁判で果たす大きな役割に誇りと責任

を感じて意欲的に職務に取り組み、 その力量を高めてい
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ただくことを期待しています。

そして、皆さんにはこの場で三つお願いしたいことが

あります。 まず一つ目ですが、司法に対する国民の期待

が高まっている中、 これまで以上に質の高い司法サービ

スを提供していく姿勢を大切にしてほしいということで

す。そのためには、組織一丸となって事件処理に当たる

という意識が重要となりますが、我が国の裁判所には、

裁判官だけで事件処理を行うのではなく 、裁判所書言己官

や家庭裁判所調査官といったそれぞれの専門性を持った

職種と裁判官がチームの中で支え合い、互いに成長して

いく 、 そういう制度とこれを実行する意識が何十年も前

から確立しています。 これは、諸外国には見られない日

本の裁判所の大きな特徴であって、諸外国と比べての鼠

犬のメリッ 1,です。皆さんには、チームの一員として事

件処理に当たるという意識の下、 このメリットを大いに

活用し、積極的に学び、質問し、議論しながら、お互いの

力を結集して、 より質の高い合理的な審理判断ができる

ように、 自分の力と組織力を向上させていってほしいと

思います。

二つ目ですが、裁判所書言己官や家庭裁判所調査官には、

裁判官と十分な意思疎通を図りながら、先に申し上げた
ような社会の変化に対応し、適正迅速な裁判や納得性の

高い審判、調停を実現するために最も合理的な事務は何

かということを常に考える姿勢が求められろということ
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です。少し具体的な話をしますと、書言己官事務であれ、

調査事務であれ、皆さんが各職場に酉己属された後、経験

したことのない事務を処理しなければならない場面が少

なからずあると思います。新人である皆さんが未経験の

事務を処理するに当たっては、 まずは先輩方が築き上げ

てきた実務の運用等を正確に理解するぬ要があるのは当

然のことですが、そのような運用等を行っている理由や

その根拠・目的を考えず、 これを鵜呑みにして機械的に

事務を行うことは、皆さんの成長にとって好ましいこと

でないばかりか、場合によっては不適正な事務を無意識

に行ってしまう危険もあり得ます。実務の運用が、研修

所で学んだ基本型とと．のような関係にあるのか、本当に

適正で合理的なものなのかをよく考え、疑問があれば、

上司、先輩、同僚、裁判官等に質問し議論する姿勢が大

切です。日々の執務において、常に法規の内容を確認し、

当たり前の事務であっても、事務改善の工夫を絶やすこ

となく 、事務の見直しが処要であると感じたときには、

是非、皆さんの新鮮な感覚をいかし、遠慮なく改善策を

提案していただきたく思います。一人で考え込んだり、

無理に納得してしまうのではなく 、少しでも疑問を感じ

ること、気になることがあれば、 まずロに出すという習

慣を若いうちから身に付けていただければと思います6

着任後しばらくすればある程度仕事に慣れ、 自信の付い

てくる時期が来ると思いますが、 そういうときにも常に
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初,uを忘れることなく 、 このような姿勢を持ち続けてい

ただくことを希望します。

三つ目のお願いです。皆さんは、これから裁判所書記官

と家庭裁判所調査官という異なる官職に就かれるわけで

すが、同じ研修所で学び、一錆に巣立っていく同期の仲

間でもあります。例年とは異なる環境での研修となり、

同期が直接顔を合わせる機会は少なかったかもしれませ

んが、 この同期の鉾は皆さんの長い裁判所生活の貴重な

糧になりますので、大切にしてください。裁判所が変革

期を迎える中で、職種を超えた連携や協力関係を求めら

れる場面がますます増えていく ものと予想されます。そ

うした意味からも、互いに助け合い、切嵯琢磨しながら、

国民から信頼される裁判所職員として大きく成長される

ことを願ってやみません。

最後になりましたが、皆さんが、裁判所職員として、

その職責を十全に果たし、国民の期待に応える裁判の実

現に寄与するためには、心身の健康を保持することが大

前提です。職場の上司も細心の酉己盧をしますが、皆さん

自身も機会を求めて休養やリフレッシュに努めていただ

きたいと思います。皆さんが、 日々気力を充実させて、

新しい時代の裁判所に新たな息吹をもたらしてくれるこ

とを期待して、私の祝辞といたします。

今和四年三月二十五日

-5-



I

鼠高裁判所判事着＄野■博之
ロ
ー
ワ
。

,／
時

【

I

I

I

、

I
、

k

一

、
I

I

ヘ
ゥ ！

ダ

I

I
V

ノ ノI

ド
1，

三

I

1

ノ

I

ざ

Ｉ

、

I

I

’

、

－6‐
』

キ

、


